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去
る 

月
１
日
、「
幸
町
地
区
商

業
自
立
促
進
調
査
分
析
事
業
説
明

会
」
を
開
催
し
、 

事
業
所 

名

の
市
内
事
業
者
が
参
加
し
、
平
成 

年
度
に
ま
と
め
ら
れ
た
中
心
市

街
地
の
現
状
等
の
調
査
報
告
が
行

わ
れ
ま
し
た
。 

            

【
調
査
報
告
書
概
要
】 

 

◆
三
笠
市
・
幸
町
商
店
街
の
現
状
◆ 

・
三
笠
市
総
人
口
９
．
３
１
０
人
、
世

帯
数
５
，
２
４
５
世
帯
、
平
成
２
２

～
２
７
年
に
か
け
て
世
帯
数
は
増
加 

し
て
い
る
。 

              

・
小
売
業
は
１
０
年
間
で
１
４
１
件
か 

ら
８
５
件
に
減
少
し
い
る
。 

 ・
人
口
減
少
等
に
よ
り
厳
し
い
経
営
環 

境
、
後
継
者
不
在
の
悪
循
環
に
よ
り 

 

ま
ち
の
活
力
が
低
下
。 

  

◆
商
業
者
意
識
調
査
◆ 

・
約
４
割
が
後
継
者
不
在 

 

・「
今
後
の
経
営
展
開
」
４
割
が
“
現
状 

維
持
” 

 ・
問
題
解
決
の
た
め
に
、「
①
集
客
施 

 

設
整
備
」「
②
空
き
店
舗
解
消
」「
③

特
産
や
名
物
の
開
発
・
Ｐ
Ｒ
」
の
順

に
必
要
と
考
え
て
い
る
。 

 

・
商
業
施
設
に
必
要
な
機
能
と
し
て 

「
多
世
代
が
集
ま
れ
る
場
」「
特
産
品 

 

を
販
売
す
る
場
」 

   

◆
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
◆ 

・
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
“
４
割
が 

 
 

 

市
中
心
部
で
購
入
” 

 

・
半
数
の
人
が
“
市
内
商
店
街
を
利
用 

 
 

し
て
い
な
い
” 

 
・
商
業
施
設
に
必
要
な
店
舗
、「
す
し 

店
」「
和
食
店
」「
喫
茶
店
」「
パ
ン
屋
」 

 ・
商
業
施
設
に
必
要
な
機
能
、「
買
い 

 

物
途
中
に
気
軽
に
休
め
る
場
所
」「
多 

 

世
代
が
交
流
で
き
る
場
」「
ア
ン
テ
ナ 

 
 

シ
ョ
ッ
プ
」 

 

・
周
辺
に
必
要
な
施
設
・
機
能
と
し
て 

「
バ
ス
等
の
交
通
拠
点
」「
駐
車
場
」 

◆
総 

括
◆ 

「
商
業
機
能
」
を
整
備
し
「
人
の
集

ま
れ
る
場
所
」
を
確
保
、
イ
ベ
ン
ト

や
商
品
開
発
な
ど
商
店
街
自
ら
も
努

力
す
る
と
と
も
に
、
中
心
市
街
地
に

商
業
機
能
を
集
約
し
、
市
民
ニ
ー
ズ

で
あ
る
不
足
業
種
を
取
り
入
れ
る
な

ど
、
将
来
に
渡
り
市
民
生
活
に
支
障

を
き
た
さ
な
い
よ
う
商
業
環
境
の
形

成
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

  

商
工
会
で
は
今
年
度
、
計
画
の

実
現
に
向
け
て
三
笠
市
と
検
討
を

重
ね
る
と
共
に
、
地
域
産
業
振
興

委
員
会
で
審
議
の
上
、
一
定
の
方

向
づ
け
が
出
た
時
点
で
理
事
会
に

諮
り
、
会
長
に
諮
問
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

            

 

商工会ニュース 
発行元        

三笠市商工会 
若草町４０５－９ 

℡ ２－２２４９ 

ホームページアドレス http://www/mks-sci.com 

＝そこには、いつも、商工会＝ 
地域の未来のため、地域を支える中小・小規模事業者の心に寄り添い、提案いたします。 

幸
町
地
区
（
旧
商
工
会
会
館
跡
地
） 

商
業
自
立
促
進
調
査
分
析
事
業
説
明
会 

11 

28 

19 

22 
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★こんな方、いっらしゃいませんか？ 
  ※事業用の機械・備品が壊れて新しいものと入替しなければならない、、、 

  ※店舗の看板や外壁を直さなければならない、、、 

  ※新しい商品を作るために、設備を導入したい、、、 

  ※お店の宣伝するためにパンフレットやチラシ、ホームページをつくりたい、、、 

  ※店内をリニューアルしたい、、、 人通りの多い場所に看板を設置したい、、、 などなど 
  

上記のようなことをお考えの方、「小規模事業者持続化補助金」の補助対象事業に該当

する可能性がありますので、商工会までご一報ください！ 
 

平成２８年度第 2 次補正予算 

小規模事業者持続化補助金 のご案内 
 

【対象となる事業】   

小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道 

な販路開拓等に取り組む費用の２／３を補助します。補助限度額：５０万円 
 

【小規模事業者とは】 

  商工業者のうち、常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売業、小売業、サービス 

業（宿泊業・娯楽業を除く）は５人以下）の事業者 
 

【補助上限額の引上げ】 

  以下の事業を実施する場合は補助上限額が１００万円となります。 

  ①従業員の賃金を引き上げる取組み ②雇用を増加させる取組み 

  ③買い物弱者対策         ④海外展開の取組み 
 

【スケジュール】 

 ◆受付開始    平成２８年１１月 ４日（金） 

 

 ◆受付締切    平成２９年 １月２７日（金） 

 

 ◆採択・交付決定 平成２９年３月下旬から４月上旬頃 

 

 ◆事業完了    平成２９年１２月３１日（日）まで 

 

 

※この間に事業を実施す

ることになります。採択・

交付決定前に実施してし

まったものについては補

助対象外となります。 

★「来年の春に実施するものを、今から計画を立てておく」といったことになるかと思います。 

★事業計画策定から事業実績報告までの事務処理は商工会が全面的にバックアップいたします。 

★備品や機械購入では、「汎用性のあるもの」は基本的に補助対象外となりますのでご留意くだ

さい。 

★補助対象に「なる・ならない」やスケジュール管理が必要となりますので、商工会にご相談の

上、本制度の積極的な活用をご検討ください。 
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    自
社
の
問
題
解
決
力
な
ど
経
営

者
層
や
従
業
員
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス

ス
キ
ル
の
習
得
な
ど
が
で
き
る
国

内
唯
一
の
中
小
企
業
の
た
め
の
人

材
育
成
公
設
機
関
で
す
。
詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。 

◆
中
小
企
業
大
学
校
旭
川
校
Ｈ
Ｐ 

http:/
/
w

w
w

.sm
rj.g

o
.jp/

inst/
a

sahikaw
a/

abo
ut/

inde
x
.htm

l 

受
講
料
や
旅
費
は
国
の
助
成
制

度
の
ほ
か
、
三
笠
市
の
助
成
制
度

も
活
用
で
き
ま
す
。 

     

事
業
承
継
に
関
す
る
国
の
無
料

相
談
窓
口
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
は
「
ど
の
よ
う
な
支
援
を
受
け

ら
れ
る
か
」
や
実
際
の
事
例
な
ど

情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

◆
北
海
道
事
業
引
継
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ 

http:/
/
w

w
w

.sappo
ro

-
cci.o

r.jp
/
hik

itsug
i/

 

商
工
会
に
お
い
て
も
随
時
、
相
談

を
承
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

   

全
国
の
法
務
局
で
は
、
平
成 

年
度
以
降
、
毎
年
、
休
眠
会
社
・

休
眠
一
般
法
人
の
整
理
作
業
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

休
眠
会
社
又
は
休
眠
一
般
法
人

に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
に
よ
る
公

告
及
び
登
記
所
か
ら
の
通
知
が
さ

れ
、
こ
の
公
告
か
ら
２
ヶ
月
以
内

に
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の

届
出
又
は
役
員
変
更
等
の
登
記
を

し
な
い
場
合
に
は
、
み
な
し
解
散

の
登
記
が
さ
れ
ま
す
。 

            

 

平
成 

年
度
に
お
い
て
は
、
平

成 

年 

月 

日
（
木
）
の
時
点

で
①
又
は
②
に
該
当
す
る
会
社
等

は
、
平
成 

年 

月 

日
（
火
）

ま
で
に
「
ま
だ
事
業
を
廃
止
し
て

い
な
い
」
旨
の
届
出
又
は
登
記
（
役

員
変
更
等
の
登
記
）
の
申
請
を
し

な
い
限
り
、
解
散
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
、
登
記
官
が
職
権
で
解
散

の
登
記
を
し
ま
す
。
ご
不
明
な
点

は
、
お
近
く
の
法
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
札
幌
法
務

局
（
札
幌
市
北
区
北
８
条
西2

-1
-1

） 

０
１
１
‐
７
０
９
‐
２
３
１
１ 

   
 

商
工
会
で
は
事
業
者
が
行
う
年

末
調
整
の
相
談
を
随
時
、
受
付
け

て
お
り
ま
す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
導
入
に
よ
り
様
式
等
に
変

更
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ

さ
い
。 

◆
年
末
調
整
説
明
会 

 

月 

日

（
木
） 
時
～ 

三
笠
市
民
会
館 

◆
源
泉
税
納
付
期
限 
来
年
１
月 

日 

◆
提
出
期
限 

 

来
年
１
月 

日 

  

日
本
政
策
金
融
公
庫
札
幌
北
支

店
と
商
工
会
で
は
、
市
内
事
業
者

の
円
滑
な
資
金
調
達
の
た
め
、
融

資
相
談
を
随
時
、
受
付
け
て
お
り

ま
す
。
例
年
、
年
末
を
迎
え
る
こ

の
時
期
、
公
庫
窓
口
が
混
雑
し
ご

希
望
日
の
融
資
実
行
が
困
難
に
な

る
な
ど
の
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
の
で
、
お
早
め
の
準
備
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
直
接
申
込
み
も

可
能
で
す
が
、
ま
ず
は
商
工
会
へ

ご
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。 

 
 

           

休
眠
会
社
・
休
眠
一
般
法
人
と
は 

①
最
後
の
登
記
か
ら 

年
を
経
過 

し
て
い
る
株
式
会
社
（
特
例
有
限 

会
社
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。） 

②
最
後
の
登
記
か
ら
５
年
を
経
過 

し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
又
は 

一
般
財
団
法
人
（
公
益
法
人
又
は 

公
益
財
団
法
人
を
含
み
ま
す
。） 

※ 

年
以
内
又
は
５
年
以
内
に
登
記
事

項
証
明
書
や
代
表
者
の
届
出
印
の
印
鑑

証
明
の
交
付
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
11 

24 

26 

12 

28 

28 

10 

13 
28 

12 

13 

10 

31 20 

年
末
調
整
を
忘
れ
ず
に
！ 

休
眠
会
社
・
休
眠
一
般
法
人
の 

整

理

作

業

に

つ

い

て 

年
末
の
資
金
需
要
に
つ
い
て 
中
小
企
業
大
学
校
旭
川
校
に
つ
い
て 

北
海
道
事
業
引
継
セ
ン
タ
ー
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

ご
活
用
く
だ
さ
い
！ 

12 
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商工会員数   

        
建設業   ３８（ ０） 

製造業   ２１（ ０） 

卸売業    ８（ ０） 

小売業   ５３（ ０） 

    ７１（ ２） 

その他   ３９（ ０） 

総会員数 ２３０（ ） 

２０１７年三笠市新年交礼会の開催について 
  

今年も残すところ２ヶ月を切りました。三笠市新年交礼会について、下記のとおり開催予定と

なっております。会券をお求めの上、ふるってご参加ください。 
 

●と   き  平成２９年１月５日 木曜日 午後５時３０分～ 

●と こ ろ  三笠市民会館 ２０２号室 

●会   費  ３，０００円 

●会券取扱所  三笠市商工会  牧瀬薬局（唐松）  井上理容所（弥生） 

            竹本菓子店（幾春別） 

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 

北 海 道 最 低 賃 金 
  

 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場

で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、

アルバイト等を含む。）に適用される北海道最低 

賃金が次のとおり改定されました。  
 

最 低 賃 金 額  時間額 ７８６円  

効力発生年月日  平成２８年１０月１日 

 

厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署） 


